
名
寄
市
の
自
治
基
本
条
例

―

情
報
共
有

―

懇
話
会
意
見
交
換
か
ら

市
民
懇
話
会
で
は
、
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
原
則
の
一
つ
に
「
情

報
共
有
」
を
掲
げ
、
市
民
の
権

利
と
市
の
役
割
の
面
か
ら
検
討

を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
市
民
の
権
利
」

市
民
が
ま
ち
づ
く
り
に
主
体

的
に
関
わ
る
た
め
の
「
権
利
」

と
し
て
２
点
に
ま
と
め
て
い
ま

す
。

・
市
民
は
ま
ち
づ
く
り
に
必
要

な
情
報
の
提
供
を
受
け
る
、
自

ら
取
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

・
必
要
な
情
報
、
ま
ち
づ
く
り

に
関
す
る
知
識
を
得
る
た
め
の

機
会
、
場
を
確
保
で
き
る
と
い

う
こ
と
。

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
原
則

「
市
の
役
割
」

市
民
の
権
利
を
守
る
た
め
の

市
の
役
割
に
つ
い
て
ま
と
め
て

い
ま
す
。

・
市
は
市
民
の
知
る
権
利
や
知

る
た
め
の
機
会
、
場
を
確
保
す

る
権
利
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ

と
。

具
体
的
な
役
割
と
し
て

・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報

を
積
極
的
か
つ
速
や
か
に
提
供

し
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

必
要
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
る
。

第

回
の
懇
話
会
か
ら
「
情
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報
共
有
の
原
則
」
に
掲
げ
る
具

体
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
て
い
ま
す
。

＝（情報共有に関する素案）＝

基本理念

・市民が主体のまちづくりを進めるため

には、市民、議会、市がまちづくりに関す

る情報を共有し、かつ互いに連携、協力

することが不可欠である。

「まちづくり」とは

「市政を含め、住みよいまちを実現す

るために行われる市民活動全体」と位置

づけ、検討を進めています。

市民懇話会委員による「市民懇話会

だより（第１号）」を発行しました。あわせ

てご覧ください。

市民懇話会で検討をすすめています

★市民懇話会での検討状況は「広報なよろ」でお知らせしているほか、会議録（要旨）などは市のホームペ
ージ（窓口案内から探す→総務部→地域振興課情報提供→地域振興課情報サイト）でご覧になれます。

また、懇話会の傍聴もできますので開催日程など詳しくはお問い合わせください。

■問い合わせ 地域振興課地域自治係（市役所名寄庁舎３階）０１６５４③２１１１（内線３３１３）
* ny-shinkou@city.nayoro.lg.jp http://www.city.nayoro.lg.jp

10月21日、11月12日に第 14・15回自治基本条例（仮称）市民懇話会
を開催し、「市民が主体のまちづくり」を進めるための市民、議会、市の
役 割 や 仕 組 み に つ い て 検 討 を 行 っ て い ま す 。 今 号 で は 「 情 報 共 有 」 に
関する検討内容と市民、市との関わりについてお知らせします。

階
的
に
変
更
し
ま
す
。

●
年
齢

歳
以
上
の
高
齢
の
方
、

66

重
度
の
身
体
障
が
い
の
あ
る
方
お
よ

び

歳
以
上

歳
ま
で
の
虚
弱
で
あ

65

69

る
と
認
め
ら
れ
る
方
の
み
の
世
帯

●
世
帯
の
総
収
入
年
額

基
準
額
の

１
・
７
倍
以
下(

め
や
す
は
左
表
の

と
お
り)

と
し
ま
す
。

●総収入年額のめやす

年齢区分別 基準(年収額)

65歳以上独居世帯 １，５２０，０００円

65歳以上夫婦世帯 ２，２７２，０００円

70歳以上独居世帯 １，４５７，０００円

70歳以上夫婦世帯 ２，１４６，０００円

※生活保護法による生活扶助基準額の１.７倍の

金額です。

また、電話などで内容の確認をしています。

▼
助
成
の
対
象
に
な
る
方

歳
以
上
の
高
齢
の
方
、
重
度
の

70
身
体
障
が
い
の
あ
る
方
お
よ
び

歳
65

以
上

歳
ま
で
の
虚
弱
で
あ
る
と
認

69

め
ら
れ
る
方
の
み
の
世
帯
で
、
世
帯

の
総
収
入
年
額
が
、
別
に
定
め
る
基

準
額
以
下
の
世
帯
で
、
除
雪
が
困
難

で
あ
り
、
家
族
か
ら
の
援
助
が
受
け

ら
れ
な
い
方
。

▼
別
に
定
め
る
基
準

こ
れ
ま
で
基
準
を
設
け
て
い
な
か

っ
た
世
帯
の
総
収
入
年
額
に
つ
い

て
、
本
当
に
必
要
な
方
に
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
基

準
を
設
定
し
ま
し
た
。

新
た
な
基
準
は
、
世
帯
の
総
収
入

年
額
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶

助
基
準
額
の
１
・
３
倍
以
下
と
し
ま

す
。

▼
助
成
さ
れ
る
額

①
１
シ
ー
ズ
ン
２
万
４
千
円

月
１
日
か
ら
翌
年
３
月

日
ま

12

31

で
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
期
間
外
に

除
雪
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
月
割
り

６
千
円

該
当
す
る
月
の

日
以
降
に
申
請

25

が
あ
っ
た
場
合
は
、
翌
月
分
か
ら
助

成
し
ま
す
。

▼
今
年
度
、
助
成
対
象
と
な
る
方

平
成

年
度
ま
で
の
５
年
を
か
け

24

て
年
齢
と
世
帯
の
総
収
入
年
額
を
段

制
度
の
活
用
を

除
雪
サ
ー
ビ
ス
等
助
成
事
業
の
内
容
が

変
更
さ
れ
ま
し
た

▼
問
い
合
わ
せ

高
齢
福
祉
課
高
齢

福
祉
係

０
１
６
５
４
③
２
１
１

１
（
内
線
３
２
３
２
）

平
成

年
度
ま
で
の
５
年
で
緩
や
か
に
基
準
を
変
更
し
ま
す
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広報なよろ第33号｜8


